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●返戻・支払関連通知文書の取得方法について 

 国保連合会では、毎月の障害者総合支援のご請求の内、事務点検・審査の結果、給付費の支払の対象とならなかったもの（返戻扱いの

ご請求）に関する通知文書及び、給付費の支払金額に関する通知文書を、伝送しております。 

 伝送された通知文書の取得方法は以下のとおりです（なお、以下の手順は「電子請求受付システム操作マニュアル（事業所編）」にも記

載されております）。 

 また、通知文書については、６ページからの「国保連合会からの通知文書について」を御覧ください。 

  

電子請求受付システム（アドレス http://www.e-seikyuu.jp）にアクセス 

↓ 

「障害者総合支援の請求はこちら」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 
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トップメニュー画面が表示されるので、「ログイン」をクリック 

 

↓ 

ログイン画面が表示されるので、国保連合会で配布したＩＤ・パスワードを入力し、「ログイン」をクリック 

 

↓ 
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「お知らせ一覧」画面内の「照会一覧」をクリック 

 

↓ 

「照会一覧」画面内の、請求の月分ごとに付与された「詳細」をクリック 

 

↓ 
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「請求情報詳細画面」画面内の通知書類の一覧に表示されているチェックボックスをチェックし、「取得」をクリック 

 

↓ 
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↓ 

「ファイルのダウンロード」画面が表示されるので、「開く」あるいは「保存」をクリック 
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国保連合会からの通知文書について 

 

 事業所が送信した請求書、請求明細書、サービス提供実績記録票、利用者負担上限額管理結果票及びサービス利用計画作成費請求書の

情報は、国保連合会における点検及び市町村における審査を行い、その結果として「障害福祉サービス費等支払決定増減表」「返戻等一覧

表」「障害福祉サービス費等支払決定額通知書」等を作成し、電子請求受付システムにて通知いたします。 

 

○通知文書一覧 

 国保連合会から通知される文書は以下のとおりです。 

＜障害福祉サービス＞ 

通 知 文 書 名 内       容 

障害福祉サービス費等支払決定増減表 ・市町村毎に、請求額と支払額の差及び返戻の状況が通知される文書です。 

返戻等一覧表 ・返戻となった請求情報及びエラーコード等が通知される文書です。 

障害福祉サービス費等支払決定額通知書 ・支払決定額が通知される文書です。 

障害福祉サービス費等支払決定額内訳書 ・支払決定額の内訳が通知される文書です。 

障害福祉サービス費等支払過誤決定通知書 ・過誤申立の決定額が通知される文書です。 

障害福祉サービス費等処遇改善（特別）加算総額の

お知らせ 

・処遇改善（特別）加算（※）の総額が通知される文書です。 
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＜障害児支援＞ 

通 知 文 書 名 内       容 

障害児給付費等支払決定増減表 
・都道府県、または市町村毎に、請求額と支払額の差及び返戻の状況が通知される

文書です。 

返戻等一覧表 ・返戻となった請求情報及びエラーコード等が通知される文書です。 

障害児給付費等支払決定額通知書 ・支払決定額が通知される文書です。 

障害児給付費等支払決定額内訳書 ・支払決定額の内訳が通知される文書です。 

障害児給付費等支払過誤決定通知書 ・過誤申立の決定額が通知される文書です。 

障害児給付費等処遇改善（特別）加算総額のお知ら

せ 

・処遇改善（特別）加算（※）の総額が通知される文書です。 

 

＜地域生活支援事業＞ 

通 知 文 書 名 内       容 

地域生活支援事業等支払決定増減表 ・市町村毎に、請求額と支払額の差及び返戻の状況が通知される文書です。 

返戻等一覧表 ・返戻となった請求情報及びエラーコード等が通知される文書です。 

地域生活支援事業等支払決定額通知書 ・支払決定額が通知される文書です。 

地域生活支援事業等支払決定額内訳書 ・支払決定額の内訳が通知される文書です。 

地域生活支援事業等支払過誤決定通知書 ・過誤申立の決定額が通知される文書です。 

 

※ サービス提供年月が平成２４年４月以降の処遇改善（特別）加算。 




